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行について

重要なお知らせ

宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規

制法」）の施行について

記事ID：0359943  2025年9月1日更新  建築指導課   

宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）

の施行について   

【お願い】盛土規制法に関するお問い合わせについて

　令和7年4月1日から規制を開始した盛土規制法について、現在数多くのお問合せいただいております。

　今後も円滑かつ正確なご案内を行うため、盛土規制法についてお問い合わせ等をお考えの事業者様にお
かれましては、電話や来庁ではなく、下記のリンクを確認のうえ、リンク内の相談フォームよりお問い合
わせをお願いします。

　盛土規制法に関するお問い合わせについて

 

目次

・盛土規制法について

・許可等の対象となる工事

・盛土規制法に基づく規制区域について　（規制区域の確認はこちらからお願いします。）

・技術ガイドライン及び申請等マニュアル

・申請様式について

・電子申請について

・申請手数料について

・申請窓口について

このページを見ている人は

こんなページも見ています

「宅地造成及び特定盛土等規制

法に基づく規制区域」の公表に

ついて（建築指導課）

盛土規制法　様式（建築指導

課）

開発許可制度について（建築指

導課）

盛土規制法に関するお問い合わ

せについて（建築指導課）

開発許可・宅地造成・盛土規制
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・規制区域の指定日前後の取扱い

・参考（チラシ・パンフレット等）

 

盛土規制法について

　盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途（宅地・森林・農地
等）にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制
法」（通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布）が、令和5年5月26日から施行されました。

　盛土規制法の施行により、都道府県知事等は盛土等の崩落によって人家等に被害を及ぼしうる区域を規
制区域として指定することができるとされ、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となり
ます。農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象としていま
す。

　本県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されます。（中核市
（岐阜市）の規制区域の指定・運用は岐阜市が行います。）区域の指定までは改正前の宅地造成等規制法
（旧法)が適用されます。

　詳しくは、国土交通省のホームページ、盛土規制法パンフレットや 県のチラシをご覧ください。

 

 許可等の対象となる工事

　以下の工事を行う場合は、許可等が必要となります。

　盛土規制法に基づく許可が不要であることについて、各種法令に基づく許認可等の手続において説明等
が必要な場合には、適宜、許可要否の判定チェックシートの活用を検討ください。

許可要否チェックシート [Excelファイル／129KB]

 

盛土規制法に基づく規制区域について

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域について

規制区域の確認は上記のリンクからお願いします。

 

県の技術ガイドライン及び申請等マニュアルの公表について

【技術ガイドライン】

盛土規制法に関する技術的基準ガイドライン [PDFファイル／3.19MB]

【申請等マニュアル】

盛土規制法に関する事務申請等マニュアル [PDFファイル／2.09MB]

〇岐阜県「開発許可事務の手引き」の改正案の公表について
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開発許可事務の手引き

 

申請様式について

盛土規制法に関する申請様式について

各手続きに関する様式は上記よりダウンロードできます。その他に必要な書類・図面等については、盛土
規制法に関する事務申請等マニュアルをご確認ください。

 

電子申請について

盛土規制法に関する電子申請について

 

申請手数料について

盛土規制法に関する申請手数料について

 

申請窓口について

盛土規制法に関する申請窓口

 

パブリックコメントの実施について（結果の公表）

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域（案）」に対するパブリックコメントの結果について

 

盛土規制法に関する説明会の開催について ※終了しました

盛土規制法に関する説明会の開催についての詳細

説明会資料：こちらをご確認ください

よくあるご質問と回答（令和7年2月21日時点） [PDFファイル／539KB]

 

規制区域の指定日前後の取扱い

　岐阜県では、令和7年4月1日 から県内全域を盛土規制法に基づく規制区域に指定します。
　規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は許可等が必要となりますが、都市計画法第29条や宅地
造成等規制法（旧法）第8条の許可申請案件については、規制区域の指定日前後の許可や工事着手の状況
により、盛土規制法に基づく手続きが異なります。

　下記に特に留意すべき事項について掲載しています。ご不明な点については、個別にご相談ください。

規制区域の指定日前後の取扱いについて [PDFファイル／141KB]

　各ケースの詳細については下記をご覧ください。

各ケースの詳細について [PDFファイル／486KB]

 

規制区域指定の際に既に行われている工事の届出（21日以内の届出）につ
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いて

規制区域指定の際に既に行われている工事の届出（21日以内の届出）について

 

参考

〇県のチラシ

　 県のチラシ [PDFファイル／318KB]

〇国土交通省　WEBサイト

　https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html＜外部リンク＞

〇中部地方整備局 盛土規制法総合窓口（ポータルサイト）

　https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/morido/index.html＜外部リンク＞

〇盛土規制法パンフレット

　【一般用】

　　 折り込み版（A3) [PDFファイル／3.28MB]　　 ページ順版(A4) [PDFファイル／3.31MB]

　【事業者用】

　　 折り込み版（A3) [PDFファイル／3.89MB]　　 ページ順版(A4) [PDFファイル／3.93MB]

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。（無料）

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 （盛土規制係）

岐阜市薮田南2丁目1番1号　岐阜県庁11階  電話番号：058-272-8631  FAX：058-278-2782

メールでのお問い合わせはこちら

県庁舎の案内・交通アクセス 県の組織・電話番号一覧 県政へのご意見・ご提案

リンク・著作権・免責事項  利用ガイド  個人情報保護の考え方  ウェブアクセシビリティ方針  サイトマップ

開庁時間

午前8時30分から午後5時15分ま

で（土曜日、日曜日、祝日、休

日、年末年始（12月29日から1月

3日）を除く）

※一部、開庁時間の異なる機関、施

設があります。

Copyright © GIFU Prefecture. All Rights Reserved.

〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号

電話番号　058-272-1111（代表）

（法人番号4000020210005）
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★岐阜市全域・・・宅地造成等工事規制区域

★
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